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第 1 章 対象事業の内容 

 

1.1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名 称 ： 相模原１ロジスティック特定目的会社 

代表者 ： 取締役 北川 久芳 

所在地 ： 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 

 

名 称 ： 相模原２ロジスティック特定目的会社 

代表者 ： 取締役 名古路 秀和 

所在地 ： 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 

 

名 称 ： 相模原３ロジスティック特定目的会社 

代表者 ： 取締役 稲葉 孝史 

所在地 ： 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 

 

名 称 ： 相模原４ロジスティック特定目的会社 

代表者 ： 代表清算人 帖佐 義之 

所在地 ： 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 

 

1.2 対象事業の名称、種類及び規模 

対象事業の名称 ： ＧＬＰ相模原プロジェクト 

 

対象事業の種類 ： 大規模物流施設の建設 

流通団地の造成 

 

対象事業の規模 ： 区域面積：約 29.47ha【流通団地の造成】 

延べ面積：約 331,300 ㎡（サイト１）【大規模物流施設の建設】 

【参考】対象事業の規模要件 

事業の種類 
規模、実施される地域等 

Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 

大規模物流施設の建設 
延べ面積 

1 万㎡以上 

延べ面積 

7.5 万㎡以上 

延べ面積 

10万㎡以上 

※工業地域、工業専用地

域の場合、延べ面積20

万㎡以上 

流通団地の造成 
施行区域面積 

1ha 以上 

施行区域面積 

7.5ha 以上 

施行区域面積 

10ha 以上 

※対象事業実施区域は、工業専用地域に属している。 

出典：「相模原市環境影響評価条例施行規則 別表第 1」（平成 26 年相模原市規則第 76 号） 

 

1.3 対象事業実施区域 

相模原市中央区田名字白雨台 3532 番 3 ほか（図 1.3-1 及び写真 1.3-1 参照） 

（キャタピラージャパン合同会社相模原事業所跡地）  
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1.4 対象事業の目的及び内容 

1.4.1 事業の目的 

対象事業実施区域は、神奈川県内陸部及び多摩地域の人口集積地に至近であり、主要な

幹線道路である国道 16 号、国道 129 号への高いアクセス性を備えた物流適地に位置して

いる。また、首都圏中央連絡自動車道（以下、「圏央道」という。）「相模原愛川 IC」及び

「相模原 IC」にアクセスしやすく、その立地から、東名高速道路・中央自動車道の利用に

より首都圏と中部圏及び関西圏との結節点となる上、首都圏広域もカバーする物流拠点と

して適地となっている。 

これらの立地の優位性に加え、周辺地域では今後、小田急多摩線唐木田駅からＪＲ横浜

線相模原駅及び相模線上溝駅への延伸や東京、名古屋、大阪を繋ぐリニア中央新幹線の導

入も計画されており、これによって人口増加や企業の事業機会などの創出が見込まれてい

る。 

昨今、企業の配送スピードや精度等の質に対する要求は高まっており、この立地と規模

を活かした物流施設の建設を行うことにより、大規模かつ最適な物流ソリューションの提

供を目的として事業を実施するものである。 

 

1.4.2 事業の内容 

(1) 事業の概要 

対象事業の内容は、表 1.4-1 に示すとおりである。 

本事業は開発行為により段階的に基盤整備を行い、施設建築物（サイト１～４*1）を順次

建築した。なお、評価書において区域区分をサイト１～５としていたが、事業計画の深度

化に伴い、サイト４とサイト５の区域を統合し、サイト４とした。サイト４の施設建築物

は 1 施設を計画しているため、施設建築物についてもサイト１～４に変更している。 

本事業は、サイトごとに４つの特定目的会社 *2を設立している。 

本事業の実施に当たって必要となる開発許可取得に際しては、相模原市開発事業基準条

例に基づき、一つの開発事業として扱われるため、開発許可申請（物流団地の造成）は４

社により一つの開発許可申請を行う。一方、施設建築物の申請は各特定目的会社が行い、

各サイトの施設建築物の建設を実施した。 

このため、相模原市環境影響評価条例の規程に基づく対象事業は、基盤整備に係る開発

行為（物流団地の造成）と、サイト１の施設建築物の建設（大規模物流施設の建設）が対

象となる。 

なお、サイト２からサイト４の施設建築物は、環境影響評価の対象事業ではないが、環

境影響評価書では、環境影響評価書作成段階において想定される計画条件等を踏まえ、事

業実施における環境影響について参考として把握している。 

  

 
*1 供用に伴い、施設建築物の名称を「相模原１～４」に変更しているが、サイトの番号と施設建築物の番号は

一部対応しておらず、サイト１は相模原１、サイト２は相模原４、サイト３は相模原２、サイト４は相模原

３となっている。なお、環境影響評価の手続きにおいては「サイト」の表記に統一する（サイトの名称と施

設建築物の名称の対照は、図 1.4-1 のとおりである）。 
*2 資産の流動化に関する法律（平成 10 年 6 月 15 日法律第 105 号）に基づき、資産の流動化に係る業務を行う

ために設立される社団法人。 
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表 1.4-1 事業の概要 

対象事業実施区域 相模原市中央区田名字白雨台 3532 番 3 ほか 

（キャタピラージャパン合同会社相模原事業所跡地） 

用途地域 工業専用地域（容積率 200％／建ぺい率 60％） 

主要用途 倉庫 

環境影響評価 

対象事業の規模 

流通団地の造成：開発区域面積 約 29.47ha 

大規模物流施設の建設：敷地面積 約 136,700 ㎡（サイト１） 

延べ面積：約 331,300 ㎡（サイト１） 
 

＊サイト１の延べ面積には、既存駐車場棟及び共用棟を含む。 
＊サイト２～４の延べ面積については、環境影響評価の対象事業の要件（工業専

用地域内における物流施設延べ面積 20 万㎡以上）以下である。 

工事期間 【サイト１】令和 2 年（2020 年）1 月～令和 3 年（2021 年）8 月 

【サイト２】令和 3 年（2021 年）6 月～令和 4 年（2022 年）11 月 

【サイト３】令和 3 年（2021 年）10 月～令和 5 年（2023 年）5 月 

【サイト４】令和 2 年（2020 年）5 月～令和 3 年（2021 年）10 月 

供用開始時期 【サイト１】令和 3 年（2021 年）9 月 

【サイト２】令和 4 年（2022 年）12 月 

【サイト３】令和 5 年（2023 年）6 月 

【サイト４】令和 3 年（2021 年）11 月 

注）環境影響評価対象事業「流通団地の造成」の対象はサイト１～４を含む開発区域全域であり、「流通団地の
造成」に係る供用開始時期は、サイト３の供用を以って全てのサイトが供用開始となった令和 5 年（2023
年）6 月である。 
環境影響評価対象事業「大規模物流施設の建設」の対象はサイト１の施設建築物であり、「大規模物流施
設の建設」に係る供用開始時期は、サイト１が供用開始となった令和 3 年（2021 年）9 月である。 

 

 

(2) 対象事業の内容 

1) 土地利用計画 

土地利用計画は、表 1.4-2 及び図 1.4-1 に示すとおりであり、施設建築物が約 141,400

㎡（約 48％）、駐車場・駐輪場・車路等が約 113,900 ㎡（約 39％）、緑化施設等が約 39,400

㎡（約 13％）に区分される。 

 

表 1.4-2 土地利用計画 

土地利用区分 面積（㎡） 構成比 備考 

施設建築物 約 141,400 約 48％ 既存駐車場棟、共用棟含む 

駐車場・駐輪場・車路等 約 113,900 約 39％  

緑化施設等 約 39,400 約 13％ 広場含む 

合 計 約 294,700 100％  
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2) 施設計画

ア 建築物の概要

環境影響評価の対象となる施設建築物（サイト１）の計画概要は、表 1.4-3 に示す

とおりである。

完成予想図は図 1.4-2 に、施設配置計画は図 1.4-3 に、サイト１の平面図は図 1.4-

4(1)～(3)に、立面図及び断面図は図 1.4-5 に示すとおりである。

表 1.4-3 施設建築物の計画概要（サイト１）

区 分 内 容 備考

敷地面積 約 136,700 ㎡

容積対象床面積 約 273,100 ㎡ 既存駐車場棟、共用棟含む

延床面積 約 331,300 ㎡ 既存駐車場棟、共用棟含む

階  数 地上 6 階

建物高さ 約 44ｍ

図 1.4-2 完成イメージ

※対象事業実施区域南東側から北西方向の鳥瞰

イ 運営計画

対象事業実施区域の立地条件や他地域における類似施設の実績を考慮し、24 時間運

営可能な施設として計画している。
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図 1.4-4(1) 平面図（サイト 1【1 階・2 階】）  
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図 1.4-4(2) 平面図（サイト 1【3 階・4 階】）  
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図 1.4-4(3) 平面図（サイト 1【5 階・6 階】）  
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1.5 対象事業の実施経過 

対象事業は、令和元年 8 月に相模原市環境影響評価条例に基づく環境影響評価書を提出し

ている。その後、実施設計、開発行為許可手続等を経て、令和 2 年 1 月に着工している。 

なお、対象事業実施区域内の一部が平成 30 年 12 月 28 日に土壌汚染対策法に基づく要措

置区域及び形質変更時要措置区域に指定されたことから、前土地所有者（キャタピラージャ

パン合同会社相模原事業所）が土壌汚染対策工事を実施し、要措置区域及び形質変更時要措

置区域の指定が解除されたのち、土地の明け渡しを受けた。 

本事業に係る環境影響評価手続き及びその他関連手続きは表 1.5-1(1)に、対象事業実施区

域内の土壌汚染対策の経過は表 1.5-1(2)に示すとおりである。 

 

 

表 1.5-1(1) 本事業に係る手続きの経過 

 環境影響評価手続き その他関連手続き 

平成 29年 8月 31日 計画段階配慮書の提出 ― 

平成 30年 5月 31日 環境影響評価方法書の提出 ― 

平成 31年 1月 25日 環境影響評価準備書の提出 ― 

令和元年 8 月 29 日 環境影響評価書の提出 ― 

令和 2 年 1 月 23 日 ― 開発行為の許可取得 

令和 2 年 1 月 24 日 事後調査計画書（工事中）の提出 

工事着手届出書の提出 
「流通団地の造成」工事着手 

令和 2 年 1 月 31 日 ― サイト１の建築確認済証の交付 

令和 2 年 2 月 1 日 ― 「大規模物流施設の建設」工事着手 

令和 2 年 5 月 27 日 ― 開発行為の変更許可取得 

令和 2 年 6 月 25 日 ― サイト４の建築確認済証の交付 

令和 2 年 9 月 29 日 事後調査結果報告書（工事中）の提出 ― 

令和 3 年 5 月 10 日 ― 開発行為の変更許可取得 

令和 3 年 6 月 17 日 ― サイト２の建築確認済証の交付 

令和 3 年 8 月 25 日 

― 

サイト１の開発行為検査済証の交付 

サイト１の建築検査済証の交付 

「大規模物流施設の建設」工事完了 

令和 3 年 9 月 3 日 事後調査計画書（供用時その 1）の提出 

工事完了届出書※1の提出 

供用開始届出書※1の提出 

― 

令和 3年 10月 14日 ― サイト４の開発行為検査済証の交付 

令和 3年 10月 18日 ― サイト４の建築検査済証の交付 

令和 3年 10月 29日 ― サイト３の建築確認済証の交付 

令和 4 年 3 月 25 日 事後調査結果報告書（供用時その1）の提出 ― 

令和 4 年 3 月 28 日 ― 開発行為の変更許可取得 

令和 4年 11月 17日 
― 

サイト２の開発行為検査済証の交付 

サイト２の建築検査済証の交付 

令和 5 年 5 月 15 日 
― 

サイト３の開発行為検査済証の交付 

「流通団地の造成」工事完了 

令和 5 年 5 月 22 日 工事完了届出書※2の提出 サイト３の建築検査済証の交付 

※1：「大規模物流施設の建設」の工事完了または供用開始に関する届出書 

※2：「流通団地の造成」の工事完了に関する届出書 

 

  



14 

表 1.5-1(2) 対象事業実施区域内の土壌汚染対策の経過 

平成 30年 12月 28日 

 

土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定※1、 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定※2 

令和元年 4 月 19 日 地下水の水質測定開始 

令和元年 7 月 1 日 土壌汚染対策工事の開始 

(土壌溶出量基準/含有量基準に適合しない汚染状況にある土地の掘削除去) 

令和元年 9 月 15 日 地下水の水質測定完了 

土壌汚染対策法の規定による措置の効果を確認 

令和元年 9 月 25 日 土壌汚染対策工事の完了 

令和元年 11 月 28 日 土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定解除、 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定解除 

※1：指定に係る特定有害物質の種類は、六価クロム化合物である。 

※2：指定に係る特定有害物質の種類は、六価クロム化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及び

その化合物である。 
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1.6 供用時に配慮する事項 

評価書において、供用時に実施することとしている環境の保全のための措置は、表 1.6-1(1)

～(2)に示すとおりである。 

 

表1.6-1(1) 環境の保全のための措置（供用時） 

項 目 区 分 環境の保全のための措置 

大気質 施設関連車両 

の走行 

・テナント従業員の自家用車利用削減に資するようシャトルバスを運

行する。【低減】 

・アイドリングストップの遵守等の適正な運転について、看板等により

周知する。【低減】 

・テナント業者に対して、可能な限り最新の燃費・排気ガス性能の良い

車両を使用するよう依頼する。【低減】 

・一時的に車両が集中する時間帯のないよう、極力入庫及び出庫のピー

クが重ならないように各テナント間での調整について依頼する。【低

減】 

・テナント業者に対して、輸送の効率化等により施設への入出庫台数の

低減を図るよう依頼する。【低減】 

騒音 施設関連車両 

の走行 

・テナント従業員の自家用車利用削減に資するようシャトルバスを運

行する。【低減】 

・入庫及び出庫のピークがなるべく重ならないように各テナントに依

頼するなど、一時的に車両が集中する時間帯のないように計画する。

【低減】 

・テナント業者に対して、輸送の効率化等により施設への入出庫台数の

低減を図るよう依頼する。【低減】 

・車両出口付近にパトライトや音声警告などを行う車両管制設備を設

ける計画としているが、音声警告などを行う時間帯については、周辺

の生活環境に十分に配慮する。【低減】 

・走行ルート上の混雑箇所及び混雑時間帯等の情報について、テナント

業者を通じて施設関連車両の運転者に対し周知を依頼するとともに、

混雑発生時は渋滞箇所を極力避けるルートを走行するようテナント

に依頼する。【低減】 

振動 施設関連車両 

の走行 

・テナント従業員の自家用車利用削減に資するようシャトルバスを運

行する。【低減】 

・入庫及び出庫のピークがなるべく重ならないように各テナントに依

頼するなど、一時的に車両が集中する時間帯のないように計画する。

【低減】 

・テナント業者に対して、輸送の効率化等により施設への入出庫台数の

低減を図るよう依頼する。【低減】 

廃棄物 施設の供用 ・各テナントに対し、廃棄物発生量の抑制や分別の徹底の呼びかけを行

う。【低減】 

・事務所、休憩室でのごみを分別回収し再資源化に努める。【低減】 
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表1.6-1(2) 環境の保全のための措置（供用時） 

項 目 区 分 環境の保全のための措置 

温室効果 

ガス 

施設の供用 ・太陽光発電設備を設置し、太陽光発電を行う。【低減】 

・サンドイッチパネル、ダブル折板屋根などの断熱性の高い製品を採用

することにより、建物内への熱の侵入を低減し、空調負荷を削減す

る。【低減】 

・高効率の空調機器を採用し、照明はすべて LED 照明器具とする。【低

減】 

日照阻害 構造物の存在 ・日影の影響に配慮した建物配置及び形状とする。【低減】 

電波障害 構造物の存在 ・本事業に起因することが明らかなテレビ電波の受信障害に対しては、

障害の実態を調査、確認の上、ケーブルテレビへの加入や受信アンテ

ナの改善または共同受信施設の設置等の適切な対策を行う。【代償】 

交通混雑 施設関連車両

の走行 

・対象事業実施区域内に十分な車両待機場、駐車場、滞留長を設けるこ

とにより、対象事業実施区域外での車両待機や滞留を防止する。【低

減】 

・入庫及び出庫のピークがなるべく重ならないように各テナントに依

頼するなど、一時的に車両が集中する時間帯のないように計画する。

【低減】 

・周辺道路の混雑時において、施設関連車両の入出庫経路を分散させ、

混雑の影響の低減を図る。【低減】 

・走行ルート上の混雑箇所及び混雑時間帯等の情報について、テナント

業者を通じて施設関連車両の運転者に対し周知を依頼するととも

に、混雑発生時は渋滞箇所を極力避けるルートを走行するようテナ

ントに依頼する。【低減】 

交通安全 施設関連車両

の走行 

・車両出口付近に出庫灯や音声警告などを行う車両管制設備を設け、歩

行者や自転車及び一般車両への注意喚起を図る。【低減】 

・見通しのよい出入口とし、歩行者・自転車の安全に十分に配慮する。

【低減】 

・従業員の自家用車による出勤を極力減らし、自転車や公共交通機関

（バス）の利用を促進する。【低減】 

・走行ルート等について、各テナントへの周知を徹底し、ドライバーの

判断等による走行ルートの変更に伴う環境負荷の増加がないように

徹底する。【低減】 

・車両出入口に適宜、誘導員を配置し、歩行者等の安全確保を図る。【低

減】 

・児童の通学時間帯や周辺の通学路等の情報を各テナントに周知し、児

童通学時の安全確保についての配慮を促す。【低減】 

景 観 構造物の存在 ・対象事業実施区域に隣接する住居等からの景観に配慮し、沿道緑化を

行う。【低減】 

・屋外広告物を掲出する場合は、関係行政機関と協議し、計画する。【低

減】 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章 事後調査（供用時）の実施に関する事項 
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第 2 章 事後調査（供用時）の実施に関する事項 

 

2.1 事後調査の考え方 

事後調査とは、環境影響が予測されるとして調査・予測・評価を行った環境影響評価項目

に対して、予測・評価の不確実性を補い、環境の保全のための措置等の適正な履行状況を確

認することを目的とし、対象事業実施区域及びその周辺の環境調査、施設の状況調査等を実

施するものである。 

事後調査は、環境影響評価において環境に及ぼす影響が比較的大きいと想定された環境影

響評価項目、並びに予測・評価において不確実性が大きい環境影響評価項目を対象とした。 

 

2.2 事後調査項目の選定 

環境影響評価書において選定した供用時における事後調査項目は表 2.2-1、事後調査項目

の選定及び非選定の理由は表 2.2-2 に示すとおりである。 

供用時その 1（サイト１の供用開始後）の事後調査項目としては、「景観」を選定しており、

事後調査結果報告書（供用時その１）を令和 4 年 3 月 25 日に提出済みである。 

供用時その 2（サイト１～４全ての供用開始後）として、「騒音」及び「交通混雑」を選定

している。 

 

表 2.2-1 環境影響評価書において選定した事後調査項目（供用時） 

 事後調査項目 環境影響要因 

供用時その 1 景 観 構造物の存在 

供用時その 2 

騒 音 施設関連車両の走行 

交通混雑 施設関連車両の走行 

 

なお、「景観」については、事後調査結果報告書（供用時その１）の補足として、全ての

施設建築物が完成した後の状況を事後調査結果報告書（供用時その 2）で併せて報告すること

としている。 
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表 2.2-2 事後調査項目の選定及び非選定の理由（供用時） 

事後調査項目 環境影響要因 
選定/ 
非選定 選定及び非選定の理由 

大気質 施設関連車両の走行 × 

施設関連車両の走行に伴う二酸化窒素濃度及

び浮遊粒子状物質濃度とも環境基準に適合する

と予測し、環境へ著しい影響を与えることはな

いと考えられることから、事後調査項目として

選定しない。 

騒 音 施設関連車両の走行 〇 

施設関連車両の走行に伴う道路交通騒音の影

響は、現況において環境基準を超過している地

点があることから、事後調査項目として選定す

る。 

振 動 施設関連車両の走行 × 

施設関連車両の走行に伴う道路交通振動の影

響は、最大でも人が振動を感じ始めるとされる

振動の感覚閾値 55dB をわずかに上回る程度で

あることから、事後調査項目として選定しない。 

廃棄物 施設の供用 × 

供用時に発生する廃棄物については、一般廃

棄物については、適正に分別し、廃棄物保管場

所に集積した後、許可業者に収集を委託し、適

正に処理する。また、産業廃棄物については、

テナントの責任において適切な保管場所を設

け、適正に分別・集積した後、産業廃棄物処理

業の許可を受けている業者に委託し、収集・運

搬及び処分を行うことから、事後調査項目とし

て選定しない。 

温室効果ガス 施設の供用 × 

平成 27 年度における相模原市の二酸化炭素

排出量 415.9 万ｔ-CO2に対して、本事業全体の

供用時における排出量は年間約 1.8 万ｔ-CO2

程度（約 0.4%）であることから、事後調査項目

として選定しない。 

日照阻害 構造物の存在 × 
本事業は、法規制を遵守した計画とするた

め、事後調査項目として選定しない。 

電波障害 構造物の存在 × 

本事業に起因するテレビ電波受信障害に対

し、必要に応じて適切な改善対策を講じること

から、事後調査項目として選定しない。 

交通混雑 施設関連車両の走行 ○ 

施設関連車両の走行に伴う交通混雑の影響は

交通処理の観点から処理可能と考えられるが、

現況において一部の交差点において一部の時間

帯で混雑している状況が確認されていることか

ら、事後調査項目として選定する。 

交通安全 施設関連車両の走行 × 

対象事業実施区域周辺は、歩車分離された歩

道が整備されていることから、歩行者等の安全

は確保されると考えられることから、事後調査

項目として選定しない。 

景 観 構造物の存在 〇 

新たに施設建築物が出現することによる景

観の変化の状況を確認するため、事後調査項目

として選定する。 

注）○は事後調査項目として選定したことを、×は事後調査項目として非選定としたことを示す。  
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2.3 事後調査の内容 

選定した事後調査項目における事後調査の内容は、表 2.3-1 に示すとおりである。 

なお、「景観」については、事後調査結果報告書（供用時その１）の補足として、全ての

施設建築物が完成した後の状況を事後調査結果報告書（供用時その 2）で併せて報告するこ

ととしている。 

 

表 2.3-1 事後調査の内容（供用時） 

事後調査 
項目 

調査項目 調査地点 調査頻度 調査時期 調査方法 

景 観 

主要な眺望景

観及び主要で

身近な景観の

状況 

フォトモンター

ジュによる予測

を行った予測地

点のうち、サイ

ト 1 が眺望され

る予測地点 No.1

～No.7、No.10 の

8地点 

着葉期・落葉期×

各 1 回 

サイト 1 の供用

開始後 

写真撮影による 

騒 音 

道路交通騒音 

レベル 

施設関連車両の

主要な走行ルー

ト沿道 5 地点 

平日及び休日(24

時間)×各 1 回 

サイト 1～サイ

ト 4 全体が供用

開始後、事業活

動が通常の状態

に達した時期 

「騒音に係る環境

基準について」（平

成 10 年環境庁告示

第 64 号）に定める

方法に準拠して現

地測定 

自動車交通量 自動車断面交通量

を現地測定 

交通混雑 

自動車交通量 施設関連車両の

主要な走行ルー

ト上の主要な交

差点 6 地点及び

車両出入口 

平日及び休日(24

時間)×各 1 回 

サイト 1～サイ

ト 4 全体が供用

開始後、事業活

動が通常の状態

に達した時期 

主要交差点及び車

両出入口における

車種別・方向別自動

車交通量を調査す

る 

注 1）景観は供用時その 1、騒音及び交通混雑は供用時その 2 として事後調査を実施する。 

注 2）景観については、供用時その 1 の補足として、全ての施設建築物が完成した後の状況を調査することと

している。 
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【裏白】 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 供用時その 2の事後調査の内容 
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第 3 章 供用時その 2 の事後調査の内容 

 

3.1 事後調査の項目及び手法 

供用時その 2 において実施する事後調査の項目及び手法は表 2.3-1 のとおりであり、調査

地点は図 3.1-1 及び図 3.1-2 に示すとおりである。 

なお、事後調査により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合には、関係機関

と連携を取り、必要な措置を講じることとする。 

 

表 3.1-1 環境影響評価書に示した環境の保全のための措置（供用時その 2） 

項 目 区 分 環境の保全のための措置 

騒 音 施設関連車両

の走行 

・テナント従業員の自家用車利用削減に資するようシャトルバスを

運行する。【低減】 

・入庫及び出庫のピークがなるべく重ならないように各テナントに

依頼するなど、一時的に車両が集中する時間帯のないように計画す

る。【低減】 

・テナント業者に対して、輸送の効率化等により施設への入出庫台数

の低減を図るよう依頼する。【低減】 

・車両出口付近にパトライトや音声警告などを行う車両管制設備を

設ける計画としているが、音声警告などを行う時間帯については、

周辺の生活環境に十分に配慮する。【低減】 

・走行ルート上の混雑箇所及び混雑時間帯等の情報について、テナン

ト業者を通じて施設関連車両の運転者に対し周知を依頼するとと

もに、混雑発生時は渋滞箇所を極力避けるルートを走行するようテ

ナントに依頼する。【低減】 

 

交通混雑 施設関連車両

の走行 

・対象事業実施区域内に十分な車両待機場、駐車場、滞留長を設け

ることにより、対象事業実施区域外での車両待機や滞留を防止す

る。【低減】 

・入庫及び出庫のピークがなるべく重ならないように各テナントに

依頼するなど、一時的に車両が集中する時間帯のないように計画す

る。【低減】 

・周辺道路の混雑時において、施設関連車両の入出庫経路を分散さ

せ、混雑の影響の低減を図る。【低減】 

・走行ルート上の混雑箇所及び混雑時間帯等の情報について、テナン

ト業者を通じて施設関連車両の運転者に対し周知を依頼するとと

もに、混雑発生時は渋滞箇所を極力避けるルートを走行するよう

テナントに依頼する。【低減】 

 

  



 

22 
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第１章 対象事業の内容 

 

  



 

 



 

資-1 

第 1 章 対象事業の内容 

 

1.1 事後調査結果報告書（供用時その 1）からの変更概要 

対象事業の内容は、設計の深度化及び行政協議等に伴い、事後調査結果報告書（供用時そ

の 1）（令和 4 年 3 月）の内容から一部変更が生じている。変更箇所と変更内容は、表 1.1-

1 に示すとおりである。 

なお、変更後の対象事業の内容は、本編第 1 章に示したとおりである。 

 

表 1.1-1 変更箇所と変更内容 

変更箇所 
変更内容 

変更前 変更後 

第１章 対象事業の内容 

全般 ― 

工事完了及び供用開始に伴い、

記載内容の時点修正等を行っ

た。 

1.1 事業者の名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地 

（サイト１～４） 

東京都港区東新橋一丁目 5番 2号 

汐留シティセンター 

東京都中央区 

八重洲二丁目 2 番 1 号 

1.1 事業者の名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地 

（サイト４） 

取締役 小島 直子 代表清算人 帖佐 義之 

1.4.2 事業の内容 

(1) 事業の概要 
― 

施設建築物の名称について、注

釈を追記した。 

1.4.2 事業の内容 

土地利用区分ごとの面積 

施設建築物：約 143,000 ㎡ 

駐車場・駐輪場・車路等： 

約 112,700 ㎡ 

緑化施設等：約 39,000 ㎡ 

施設建築物：約 141,400 ㎡ 

駐車場・駐輪場・車路等： 

約 113,900 ㎡ 

緑化施設等：約 39,400 ㎡ 

1.4.2 事業の内容 

土地利用区分ごとの構成比 

施設建築物：約 49％ 

駐車場・駐輪場・車路等： 

約 38％ 

施設建築物：約 48％ 

駐車場・駐輪場・車路等： 

約 39％ 

1.4.2 事業の内容 

土地利用計画 
図 1.4-1（p.資-4）参照 図 1.4-1（p.資-5）参照 

1.4.2 事業の内容 

施設計画 
図 1.4-2（p.資-6）参照 図 1.4-2（p.資-7）参照 

1.4.2 事業の内容 

施設計画 
図 1.4-3（p.資-8）参照 図 1.4-3（p.資-9）参照 

 

  



 

資-2 

1.2 事後調査結果報告書（供用時その 1）からの変更詳細 

令和 4 年 3 月に提出した事後調査結果報告書（供用時その 1）からの変更点の詳細は、以

下に示すとおりである。 

なお、変更前 は事後調査結果報告書（供用時その 1）（令和 4 年 3 月）の、変更後 は本

書の内容である。 

 

 

 

第 1 章 1.1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

変更前 所在地：東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号汐留シティセンター 

変更後 所在地：東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 

 

変更前 名 称：相模原４ロジスティック特定目的会社 

代表者：取締役 小島 直子 

変更後 名 称：相模原４ロジスティック特定目的会社 

代表者：代表清算人  帖佐 義之 
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第 1 章 1.4 対象事業の目的及び内容 1.4.2 事業の内容 

 

変更前 

(2) 対象事業の内容 

1) 土地利用計画 

土地利用計画は、表 1.4-2 及び図 1.4-1 に示すとおりであり、施設建築物が約 143,000

㎡（約 49％）、駐車場・駐輪場・車路等が約 112,700 ㎡（約 38％）、緑化施設等が約 39,000

㎡（約 13％）に区分される。 

 

表 1.4-2 土地利用計画 

土地利用区分 面積（㎡） 構成比 備考 

施設建築物 約 143,000 約 49％ 
サイト２～４、 
既存駐車場棟、共用棟含む 

駐車場・駐輪場・車路等 約 112,700 約 38％  

緑化施設等 約 39,000 約 13％ 広場含む 

合 計 約 294,700 100％  

注）土地利用区分ごとの面積は、現時点での想定であり、今後、変更になる可能性がある。 

 

 

変更後 

(2) 対象事業の内容 

1) 土地利用計画 

土地利用計画は、表 1.4-2 及び図 1.4-1 に示すとおりであり、施設建築物が約 141,400

㎡（約 48％）、駐車場・駐輪場・車路等が約 113,900 ㎡（約 39％）、緑化施設等が約 39,400

㎡（約 13％）に区分される。 

 

表 1.4-2 土地利用計画 

土地利用区分 面積（㎡） 構成比 備考 

施設建築物 約 141,400 約 48％ 既存駐車場棟、共用棟含む 

駐車場・駐輪場・車路等 約 113,900 約 39％  

緑化施設等 約 39,400 約 13％ 広場含む 

合 計 約 294,700 100％  
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（変更前） 
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（変更後） 
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変更前

2) 施設計画

ア 建築物の概要

注）施設配置計画等は現時点での想定であり、今後、変更となる可能性がある。

図 1.4-2 完成予想図（変更前）

※対象事業実施区域南東側から北西方向の鳥瞰



資-7 

変更後

2) 施設計画

ア 建築物の概要

図 1.4-2 完成イメージ（変更後）

※対象事業実施区域南東側から北西方向の鳥瞰
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（変更前） 
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（変更後） 
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【裏白】 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 施工計画 
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2.2 工事工程 

工事工程表は、表 2.2-1(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 2.2-1(1) 工事工程表（サイト 1・4） 

 
注）令和 3 年（2021 年）6～10 月は、サイト２及び３の工事期間が重なるため、最下段の合計工事用車両台数

はサイト２及び３の工事用車両台数を含む。 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

46 92 101 239 92 92 92 46 0
0 23 46 46 46 46 23 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 46 46 46
0 46 92 92 92 92 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 46 46 46
0 0 0 0 5 34 62 99 68 37 37 37 37 18 0
4 0 0 0 188 188 199 209 335 231 126 126 126 63 0
5 0 0 0 46 46 23 0 46 46 46 46 46 23 5
0 327 655 779 620 625 491 113 13 7 0 0 0 0 0 230 230 230 230 230

45 5 0 0 138 138 100 228 120 228 228 213 151 78 45 46 46 46 46 46
4 4 0 0 0 0 0 0 0 168 168 168 168 85 4
0 0 0 0 23 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 92 92 92

46 46 46 46 46
20 46 46 0 0 46 92 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 20

78 451 839 917 1,158 1,238 1,094 741 733 1,006 747 732 670 363 74 506 506 506 506 506
大型車 158 2,630 5,240 6,232 8,249 8,318 7,374 4,803 5,772 4,413 2,677 2,647 2,523 1,267 94 1,932 1,932 1,932 1,932 1,932
小型車 313 313 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,770 3,750 3,750 625 625 625

計 471 2,943 7,115 8,107 10,124 10,193 9,249 6,678 8,947 7,588 5,852 5,822 5,698 4,442 3,864 5,682 5,682 2,557 2,557 2,557
大型車 7 114 228 271 359 362 321 209 251 192 116 115 110 55 4 84 84 84 84 84
小型車 27 27 163 173 153 153 87 97 108 138 148 148 138 138 164 163 163 27 27 27

計 34 141 391 444 512 515 408 306 359 330 264 263 248 193 168 247 247 111 111 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

40 60 60 60 60 60 60 10
10 20 20 20 10 46 10 10 10 5
20 40 40 40 20 46 20 20 20 10

10 20 20 20 20 20 20 20 20
2 2 84 100 100 150 100 50 50 50 30
2 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 16 8 8

110 110 220 220 220 110 110 500 75 80 80 80
20 20 58 58 58 82 102 102 102 102 102 102 52 30 30 30 10
6 6 6 6 6 6 80 80 80 80 80 60 10 10 5 5 5 5

6 12 30 30 30
18 18 18

80 80
40 40 40 40 40 40

140 140 342 553 487 417 595 425 375 375 375 335 737 183 209 201 186 15
大型車 938 938 1,766 3,178 3,444 2,564 3,544 1,904 1,104 1,104 1,104 764 4,214 714 705 705 705 25
小型車 105 105 378 378 588 588 712 712 712 880 1,300 1,300 1,300 1,300 1,280 1,270 420 252

計 1,043 1,043 2,144 3,556 4,032 3,152 4,256 2,616 1,816 1,984 2,404 2,064 5,514 2,014 1,985 1,975 1,125 277
大型車 41 41 77 138 150 111 154 83 48 48 48 33 183 31 31 31 31 1
小型車 10 10 34 34 53 53 61 61 61 76 115 115 115 115 115 115 38 23

計 51 51 111 172 203 164 215 144 109 124 163 148 298 146 146 146 69 24
大型車 158 2,630 5,240 6,232 9,187 9,256 9,140 7,981 9,216 6,977 6,221 4,551 3,627 2,371 1,198 2,696 6,146 7,986 7,929 7,917 5,985 1,835
小型車 313 313 1,875 1,875 1,980 1,980 2,253 2,253 3,763 3,763 3,887 3,887 3,887 4,055 5,070 5,050 5,050 2,113 2,093 3,145 1,670 1,690

計 471 2,943 7,115 8,107 11,167 11,236 11,393 10,234 12,979 10,740 10,108 8,438 7,514 6,426 6,268 7,746 11,196 10,099 10,022 11,062 7,655 3,525
大型車 7 114 228 271 400 403 398 347 401 303 270 198 158 103 52 117 267 347 345 345 261 80
小型車 27 27 163 173 163 163 121 131 161 191 209 209 199 214 279 278 278 150 150 196 92 86

計 34 141 391 444 563 566 519 478 562 494 479 407 357 317 331 395 545 497 495 541 353 165

サ
イ
ト
1

サイト１の着手後延べ月数

サイト４の着手後延べ月数

サ
イ
ト
4

合
計

工事用車両（台／月）

工事用車両（台／日）

生コン車
ラフタークレーン
ダンプトラック
ユニック車

準備工事
基礎工事
地上躯体工事
外装工事
内装工事
設備工事
外構工事
クローラークレーン
バックホウ
バックホウ
コンクリートポンプ車
生コン車
ラフタークレーン

設備工事
外構工事
クローラークレーン
バックホウ
バックホウ

準備工事
基礎工事
地上躯体工事

令和3（2021）

ダンプトラック
ユニック車
トレーラー
ロードローラー
アスファルトフィニッシャー
柱状改良機
高所作業車

令和2（2020）
年月

工事用車両（台／日）

工事用車両（台／日）

主
な
工
事
内
容

主
要
建
設
機
械
台
数
（

台
／
月
）

合計

工事用車両（台／月）

工事用車両（台／月）

主
な
工
事
内
容

主
要
建
設
機
械
台
数
（

台
／
月
）

合計

外装工事
内装工事

トレーラー
ロードローラー
アスファルトフィニッシャー
柱状改良機
高所作業車

コンクリートポンプ車
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表 2.2-1(2) 工事工程表（サイト 2・3） 

 
注）令和 3 年（2021 年）6～10 月は、サイト１及び４の工事期間が重なるため、最下段の合計工事用車両台数

はサイト１及び４の工事用車両台数を含む。 

 

  

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

23 23 40 40 20 20 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 23 12 12
46 46 46 46 23 12 12

28 28 14 14 19 19 19 19 19 19 19
1 92 92 46 46 47 47 47 47 47 47 47
5 46 46 23 23 46 46 46 46 46 46 46

660 660 660 660 14 14 7 7 118 59 59
19 4 81 81 41 41 118 118 118 118 118 118 118 23 12 12
6 4 45 45 45 45 45 45 45

23 46 23 23
23 23 12 12

23 46
92 35 35 35 35 35 35 35 10 5 5

829 829 752 775 301 393 151 151 356 356 356 356 356 356 379 266 135 135
大型車 5,340 5,292 5,280 5,280 1,774 1,774 888 888 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 990 496 496
小型車 188 188 1,250 1,250 1,250 1,342 625 625 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 2,535 2,510 193 193

計 5,528 5,480 6,530 6,530 3,024 3,116 1,513 1,513 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 3,587 3,500 689 689
大型車 232 230 230 230 77 77 39 39 46 46 46 46 46 46 46 43 22 22
小型車 8 8 54 54 54 58 27 27 83 83 83 83 83 83 110 109 8 8

計 240 238 284 284 131 135 66 66 129 129 129 129 129 129 156 152 30 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

23 23 40 20 20 20 20 46 23 23 23 23 46 46 46 46
36 24 46 23 12 12
36 24 23 12 12

20 10 10 10 10 14 7 7 7 7 14 14 14 14
1 60 33 33 33 33 34 17 17 17 17 34 34 34 34
4 46 23 23 23 23 46 23 23 23 23 46 46 46 46

227 275 650 5 5 5 5 118 59 59
14 4 58 29 29 29 29 102 51 51 51 51 102 102 102 102 23 12 12
6 4 46 23 23 23 23 46 46 46 46 45 23 23

12 12 23 23 12 12
23 12 12

23
32 16 16 16 16 32 32 32 32 10 5 5

227 275 719 120 120 120 120 320 160 160 160 160 320 320 320 320 288 147 147
大型車 36 1,824 3,238 5,200 607 607 607 607 706 353 353 353 353 706 706 706 706 1,012 507 507
小型車 188 188 938 938 469 469 469 469 1,595 797 797 797 797 1,595 1,595 1,595 1,907 1,885 161 161

計 224 2,012 4,176 6,138 1,076 1,076 1,076 1,076 2,301 1,150 1,150 1,150 1,150 2,301 2,301 2,301 2,613 2,897 668 668
大型車 2 79 141 226 26 26 26 26 31 15 15 15 15 31 31 31 31 44 22 22
小型車 8 8 41 41 20 20 20 20 69 35 35 35 35 69 69 69 83 82 7 7

計 10 87 182 267 47 47 47 47 100 50 50 50 50 100 100 100 114 126 29 29
大型車 7,986 7,929 7,917 5,985 1,835 3,598 4,126 6,088 1,659 1,659 1,659 1,659 1,758 1,405 1,405 1,343 849 1,202 706 706 706 1,012 507 507
小型車 2,113 2,093 3,145 1,670 1,690 1,530 1,563 1,563 2,379 2,379 2,379 2,379 3,505 2,707 3,332 3,307 990 1,788 1,595 1,595 1,907 1,885 161 161

計 10,099 10,022 11,062 7,655 3,525 5,128 5,689 7,651 4,038 4,038 4,038 4,038 5,263 4,112 4,737 4,650 1,839 2,990 2,301 2,301 2,613 2,897 668 668
大型車 347 345 345 261 80 156 179 265 72 72 72 72 76 61 61 58 37 52 31 31 31 44 22 22
小型車 150 150 196 92 86 67 68 68 103 103 103 103 152 118 145 144 43 78 69 69 83 82 7 7

計 497 495 541 353 165 223 247 333 176 176 176 176 229 179 206 202 80 130 100 100 114 126 29 29

サイト２の着工後延べ月数

サ
イ
ト
２

サイト３の着工後延べ月数

サ
イ
ト
３

柱状改良機
高所作業車

ダンプトラック
ユニック車
トレーラー
ロードローラー
アスファルトフィニッシャー

バックホウ
バックホウ
コンクリートポンプ車
生コン車
ラフタークレーン

柱状改良機
高所作業車

準備工事
基礎工事
地上躯体工事

ダンプトラック
ユニック車
トレーラー
ロードローラー
アスファルトフィニッシャー

工事用車両（台／月）

工事用車両（台／日）

主
な
工
事
内
容

令和3（2021） 令和4（2022） 令和5（2023）

クローラークレーン
バックホウ
バックホウ

外装工事
内装工事
設備工事
外構工事
クローラークレーン

主
な
工
事
内
容

準備工事
基礎工事
地上躯体工事
外装工事
内装工事
設備工事
外構工事

主
要
建
設
機
械
台
数
（

台
／
月
）

合計

合
計

工事用車両（台／月）

工事用車両（台／日）

年月

コンクリートポンプ車
生コン車
ラフタークレーン

工事用車両（台／月）

工事用車両（台／日）

主
要
建
設
機
械
台
数
（

台
／
月
）

合計
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【裏白】 

 

 

 




